
お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８ 
            地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577 

平成２７年４月３０日（木）  第２４６号  

 ～ゴールデンウィークをより愉しく過ごせるように～             
「水辺施設の安全利用点検」を実施しました 

青森河川国道事務所ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/index.html 

ご意見は 
こちらまで 

【対策実施例】 

 河川公園などの水辺の施設は大雨が降った直後は水位の上昇などにより危険な状態にな
ることもありますので十分注意して利用するようお願いします。 

 青森河川国道事務所では、河川がレ 
クリエーション活動の場として多くの人々
に利用されていることを踏まえ、家族連 
れや子供たちが安全・安心に楽しく過ご
せるよう、ゴールデンウィークが始まる 
前に、河川の水辺施設やその付近に、 
危険な箇所がないか、各施設管理者と 
共に安全利用点検を行いました。 
  
 
 
 

 点検は岩木川水系、馬淵川水系の多くの人に
利用が見込まれる計３４箇所で実施し、その結
果、流木が漂着し土砂が堆積しているなど、問題
と認められる箇所が２箇所ありましたが既に対策
を実施済みです。 
 
 
 
 

洪水時の対応方法も入念に確認！ 

 
 

施設管理者である板柳町との点検の様子 
（岩木川河川公園：板柳町) 

 水辺の楽校（弘前真土地内）にて流木が漂着していましたが撤去を行いました。 

 
（撤去後） 

 
（撤去前） 
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